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＇具体的な
条項も記載（

女性の起業支援事業

雇用均等・児童家庭局

労働保険特別会計雇用勘定

担当部局庁 担当課室 雇用均等政策課

平成２１年度実施状況
登録メンター数：１０２名、メンター紹介サービス事業利用者：５３９名
交流会：２５カ所、研修会：２回
メルマガ講座登録者数：１，２３５名

19

事業目的の実現や効果の観点から、平成２１年度においては以下の目標設定を行い、いずれも達成した。
①メルマガ講座を受講した者から「役に立った」旨の評価を得る割合８０％以上＇実績：１００％（・・・達成
②メンターを利用した女性起業家のうち、経営上や経営と家庭の両立等の問題が解決した、問題の具体的解決への端
緒となった等により、雇用の維持・拡大を図った者の割合９０％以上＇実績：９６％（・・・達成

19年度 20年度 21年度

執行額

執行率 100 100 100

平成２１年度限りの事業

19 25

実施状況

予算の状況
＇単位:百万円（

19 19

事業の目的
＇目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内（

事業概要
＇5行程度以
内。別添可（

・起業を目指す女性に対し、学習支援事業＇e-ラーニング、成功事例の紹介等（を行う。
・起業後間もない女性起業家に対し、経営上のノウハウや問題打開のアドバイスを与えるメンター＇助言者（の紹介や、
メンターとの交流会を行う。
・メンターに対し、資質向上のための研修を行う。

起業は自己の時間の都合をつけやすく、仕事と子育ての両立も図りやすい、関心のある分野での能力を発揮できる事
等から子育て期にある女性の就業の一形態として注目されている。しかし、実際の起業にあたり、女性は男性に比べ
就業経験が必ずしも十分でなく、起業や経営上の知識・ノウハウ・人的ネットワークも不足しがちであることから、e-ラー
ニングによる学習支援やメンター＇助言者（紹介等の各種事業を実施し、女性の起業を支援することを目的とする。
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本事業の目的は概ね達成されたと判断し、平成２１年度をもって廃止している。
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事業番号 804

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　( 厚生労働省)

予算事業名 作成責任者
事業開始
年度

平成１８年度



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)

0

費目・使途
＇「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載（

計 10 計

諸謝金 メンターへの謝金 2

運営管理費 ＨＰメンテナンス等 5

旅費 交流会等に係る旅費 3

B.ダブル・ダブリュー・ビー・ジャパン

使　途 金　額
(百万円（

0

Ｄ．

計

費　目 使　途 金　額
(百万円（

費　目

計 15

保守管理費 システム保守管理経費 3

使　途費　目 使　途 金　額
(百万円（

費　目

雑役務費 コンテンツ更新作業等経費 12

金　額
(百万円（

A.＇株（ネット＆コミュニティ研究所 Ｃ．

女性の起業支援事業の受託者を公募により募集。精算

後の委託費は、２５百万円

女性の起業支援事業を受託、実施

Ａ．民間企業

（株）ネット＆コミュニ

ティ研究所（１５百万

円）

厚生労働省

【公募＇企画競争（・委託】

Ｂ．民間企業

ダブル・ダブリュー・

ビー・ジャパン（１０百

万円）

女性の起業支援事業を受託、実施


